
○
財
務
省
令
第
六
号 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

財
務
大
臣 

片
山
さ
つ
き 

外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

後 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

前 

（
本
人
確
認
方
法
） 

第
八
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次 

の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
（
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
と
み
な

さ
れ
る
自
然
人
を
含
み
、
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
（
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
顧
客
等
と
す
る
。
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
三
及
び
第
十
二
条
の
七
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
代
表
者
等
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代

表
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
と
す
る
。 

一 

自
然
人
で
あ
る
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か 

イ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
（
別
表
に
規
定
す
る 

書
類
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
同
表
第
一
号
又
は
第
四
号 

に
定
め
る
も
の
（
同
表
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除 

く
。
以
下
「
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
氏 

名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規

定
す
る
旅
券
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
写
真
。
チ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
半
導
体
集
積
回
路
（
半
導
体

集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
（
以
下
「
特
定
半
導
体
集
積
回
路
付
き

本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特

（
本
人
確
認
方
法
） 

第
八
条 

［
同
上
］ 

        

一 

自
然
人
で
あ
る
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か 

イ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
（
別
表
に
規
定
す
る 

書
類
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
同
表
第
一
号
又
は
第
四
号
に 

定
め
る
も
の
（
同
表
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

以
下
「
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
の
提
示
（
当
該
顧
客 

の
同
表
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た 

も
の
を
除
く
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
等
か
ら
の
提 

示
を
除
く
。
）
を
受
け
る
方
法 

    

 



 

定
半
導
体
集
積
回
路
付
き
本
人
確
認
書
類
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集

積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
を
こ
れ
を
読
み
取
る
た
め
の
装
置
を

用
い
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ
り
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法 

ロ 

次
に
掲
げ
る
行
為
の
い
ず
れ
か
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
顧
客
又
は

代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
又
は
代
表

者
等
の
住
所
又
は
居
所
に
宛
て
て
、
預
金
通
帳
そ
の
他
の
当
該
顧
客
又

は
代
表
者
等
と
の
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
（
以
下
「
取
引
又
は
行

為
に
係
る
文
書
」
と
い
う
。
）
を
書
留
郵
便
若
し
く
は
そ
の
取
扱
い
に

お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
郵
便
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
留
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
転
送
を
し
な
い
郵
便
物
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
送
不
要
郵
便
物
等
」
と
い

う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

  

⑴ 
 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
（
特

定
半
導
体
集
積
回
路
付
き
本
人
確
認
書
類
を
除
く
。
）
又
は
本
人

確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
の
提
示
を
受
け

る
こ
と
。 

⑵ 
 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第

一
号
ハ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
も
の
（
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の

情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
半
導
体
集
積
回
路
が
組
み
込
ま
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
の
提
示
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書

類
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報

を
こ
れ
を
読
み
取
る
た
め
の
装
置
を
用
い
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ

り
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
こ
と
。 

   

ロ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
（
別
表
第
一
号
イ
に 

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
示
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
提
示
に 

あ
つ
て
は
、
当
該
顧
客
の
当
該
書
類
の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
に
限 

る
。
）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い 

る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
に
宛
て
て
、
預
金
通
帳 

そ
の
他
の
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
と
の
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書 

（
以
下
「
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
」
と
い
う
。
）
を
書
留
郵
便
若 

し
く
は
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
郵
便 

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
留
郵
便 

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
転
送
を
し
な
い
郵 

便
物
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
送
不
要 

郵
便
物
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

［
加
え
る
。
］ 

   

［
加
え
る
。
］ 

      



 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

       

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

    ハ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
銀
行
等
が
提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ 

ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等 

に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
顧
客
又
は
代 

表
者
等
の
容
貌
の
画
像
情
報
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も 

に
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
（
氏
名
、 

住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
半

導
体
集
積
回
路
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
組
み
込
ま
れ
た

半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法 

   ニ
・
ホ 

［
略
］ 

 

ハ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号 

ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
二
の
書
類
の
提
示
を
受
け
る
方
法
又
は 

同
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
及
び
同
号
ロ
、
ニ
若
し
く
は
ホ
に
掲
げ
る
書
類 

若
し
く
は
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載 

が
あ
る
補
完
書
類
（
次
項
に
規
定
す
る
補
完
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の 

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
示
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
の
提
示
に
あ 

つ
て
は
、
当
該
書
類
の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
に
限
る
。
）
を
受
け
る 

方
法 

ニ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号 

ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
提
示
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
書
類
以
外 

の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所 

又
は
居
所
の
記
載
が
あ
る
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る 

方
法 

ホ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
銀
行
等
が
提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ 

ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等 

に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
顧
客
又
は
代 

表
者
等
の
容
貌
の
画
像
情
報
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も 

に
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
（
氏
名
、 

住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
半

導
体
集
積
回
路
（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
導
体
集

積
回
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
の
送
信

を
受
け
る
方
法 

ヘ
・
ト 
［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
二
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］ 



 

ヘ 

次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
又 

は
代
表
者
等
か
ら
当
該
顧
客
の
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号
又 

は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
写
し
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
当 

該
顧
客
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
当
該
本
人 

確
認
書
類
の
写
し
及
び
当
該
記
載
が
あ
る
補
完
書
類
（
次
項
に
規
定
す 

る
補
完
書
類
を
い
う
。
以
下
ヘ
、
カ
、
第
八
条
の
三
及
び
第
八
条
の
四 

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
写
し
）
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、

当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
の
住
所
又

は
居
所
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
当
該
顧
客
の
現
在
の
住
所
又

は
居
所
の
記
載
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の

写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
の
住
所
又
は
居
所
）
に
宛
て
て
、

取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便

物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

［
⑴
・
⑵ 

略
］  

ト 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
（
番
号 

利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
い 

う
。
）
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
の
う
ち
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等 

の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
が
記
録
さ
れ 

て
い
る
も
の
（
以
下
「
特
定
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
の
送
信
（
番 

号
利
用
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用 

い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
チ
及
び
第
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
お
い 

て
同
じ
。
）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
が
当
該
送 

信
を
行
つ
た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認 

（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣 

が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
同
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ 

ラ
ム
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
チ
及
び
第
八
条
の
四
第
一
項
第
五 

チ 

次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
又 

は
代
表
者
等
か
ら
当
該
顧
客
の
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号
又 

は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
写
し
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
当 

該
顧
客
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
当
該
本
人 

確
認
書
類
の
写
し
及
び
当
該
記
載
が
あ
る
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
） 

の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
記
載
さ 

れ
て
い
る
当
該
顧
客
の
住
所
又
は
居
所
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し 

に
当
該
顧
客
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て 

は
、
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
の 

住
所
又
は
居
所
）
に
宛
て
て
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵 

便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

  

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］  

リ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
（
番
号 

利
用
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
を
い 

う
。
）
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
の
う
ち
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等 

の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
が
記
録
さ
れ 

て
い
る
も
の
（
以
下
「
特
定
電
磁
的
記
録
」
と
い
う
。
）
の
送
信
（
番 

号
利
用
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用 

い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
ヌ
及
び
第
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
お
い 

て
同
じ
。
）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
電
磁
的
記
録
が
当
該
送 

信
を
行
つ
た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認 

（
番
号
利
用
法
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣 

が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
同
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ 

ラ
ム
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
ヌ
及
び
第
八
条
の
四
第
一
項
第
五 



 

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
方
法 

チ 

そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
名
宛
人
本
人
若
し
く
は
差
出
人
の
指
定
し
た 

名
宛
人
に
代
わ
つ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
交
付
す
る
郵 

便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
銀
行
等
に
代
わ
つ
て
住
所
又
は
居
所
を 

確
認
し
、
特
定
半
導
体
集
積
回
路
付
き
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
受
け

る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
半
導
体
集
積
回
路
付
き
本
人
確
認
書
類
に
組

み
込
ま
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居

所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報
を
こ
れ
を
読
み
取
る
た
め
の
装
置
を

用
い
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ
り
映
像
面
に
表
示
さ
せ
、
並
び
に
第
八
条

の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該

銀
行
等
に
伝
達
す
る
措
置
又
は
銀
行
等
に
代
わ
つ
て
住
所
又
は
居
所
を

確
認
し
、
特
定
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定

電
磁
的
記
録
が
当
該
送
信
を
行
つ
た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の

で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
並
び
に
第
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
銀
行
等
に
伝
達
す
る
措
置
が
と
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
に
対
し

て
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
方
法 

リ
～
ル 

［
略
］ 

 

ヲ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
な
い
者
に
限
る
。
以
下
ヲ
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
提
示
（
当
該
顧
客
の
別
表

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
（
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
を
除
く
。
）
を
受
け
る
方
法 

ワ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
な
い

者
又
は
同
法
第
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
国
外
転
出
者
に
限
る
。
以

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
方
法 

ヌ 

そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
名
宛
人
本
人
若
し
く
は
差
出
人
の
指
定
し
た 

名
宛
人
に
代
わ
つ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
交
付
す
る
郵 

便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
銀
行
等
に
代
わ
つ
て
住
所
又
は
居
所
を 

確
認
し
、
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
受
け
、
並
び
に
第
八
条 

の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該 

銀
行
等
に
伝
達
す
る
措
置
又
は
銀
行
等
に
代
わ
つ
て
住
所
又
は
居
所
を 

確
認
し
、
特
定
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定 

電
磁
的
記
録
が
当
該
送
信
を
行
つ
た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の 

で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
並
び
に
第
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及 

び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
銀
行
等
に
伝
達
す
る
措
置
が
と
ら
れ 

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
に
対
し 

て
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
方
法 

    ル
～
ワ 

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
二
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］ 

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］ 

  

 

 

カ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
な
い
者
又
は
同
法
第
十
七
条
第
三
号



 

下
ワ
及
び
カ
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等

の
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も

の
（
同
表
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
付
を
受
け
、
又

は
銀
行
等
が
提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画

像
情
報
（
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し

て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
（
同
表

第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
一
を
限
り
発
行
又
は
発

給
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
画
像
情
報
で
あ
つ
て
、
当
該
本
人
確
認

書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
生
年
月
日
並
び

に
当
該
本
人
確
認
書
類
の
厚
み
そ
の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認

書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所

に
宛
て
て
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転

送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

 

カ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現

在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
記
載
が
あ
る
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表

第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
（
以
下
カ
に
お
い
て
単
に

「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二
の
書
類
の
写
し
の
送

付
を
受
け
、
又
は
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
の

写
し
及
び
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居

所
の
記
載
が
あ
る
補
完
書
類
（
次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
と
同
居
す
る
者
の
も
の
を
含
み
、
当
該

本
人
確
認
書
類
に
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所

の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
当
該
補
完
書
類
及
び
他
の
補
完
書
類
（
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
）
若
し
く
は
そ
の

に
規
定
す
る
国
外
転
出
者
に
限
る
。
以
下
カ
及
び
ヨ
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
の
う
ち

別
表
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
（
同
表
第
一
号
ニ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
付
を
受
け
、
又
は
銀
行
等
が
提
供
す
る
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
顧
客
又
は

代
表
者
等
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
顧

客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
（
同
表
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
の
う
ち
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
の
画
像
情
報
で
あ
つ
て
、
当
該
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て

い
る
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
当
該
本
人
確
認
書

類
の
厚
み
そ
の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い

う
。
）
の
送
信
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ

れ
て
い
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
に
宛
て
て
、
取

引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物

等
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

ヨ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現

在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
記
載
が
あ
る
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
別
表

第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
（
以
下
ヨ
に
お
い
て
単
に

「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二
の
書
類
の
写
し
の
送

付
を
受
け
、
又
は
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
の

写
し
及
び
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居

所
の
記
載
が
あ
る
補
完
書
類
（
次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
と
同
居
す
る
者
の
も
の
を
含
み
、
当
該

本
人
確
認
書
類
に
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所

の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
当
該
補
完
書
類
及
び
他
の
補
完
書
類
（
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
）
若
し
く
は
そ
の



 

写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
又
は

当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
又

は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
）
に
宛
て
て
、
取
引
又
は
行
為

に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送

付
す
る
方
法 

ヨ
・
タ 

［
略
］ 

［
二
・
三 

略
］ 

２ 

銀
行
等
は
、
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
、
ト
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
又
は

第
三
号
イ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
当
該
顧
客
若
し
く
は
代

表
者
等
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
記
載
が
な
い
と
き
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集

積
回
路
若
し
く
は
特
定
電
磁
的
記
録
に
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現

在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
情
報
の
記
録
が
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
又
は

代
表
者
等
か
ら
、
当
該
記
載
が
あ
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認

書
類
若
し
く
は
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
が
記
載

さ
れ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
（
本
人
確
認
書
類
を
除
き
、

有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ

つ
て
は
銀
行
等
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、

そ
の
他
の
書
類
に
あ
つ
て
は
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
が

あ
る
も
の
で
、
そ
の
日
が
銀
行
等
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以

内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
補
完
書
類
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
、
又

は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
（
同
項
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま

写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
又
は

当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
又

は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
（
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
又
は
居
所
）
に
宛
て
て
、
取
引
又
は
行
為

に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送

付
す
る
方
法 

タ
・
レ 

［
同
上
］ 

［
二
・
三 

同
上
］ 

２ 

銀
行
等
は
、
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
若
し
く
は
カ
又
は
第
三

号
イ
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
同
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ

て
は
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
た

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
（
本
人
確
認
書
類
を
除
き
、
有
効
期

間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は

特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ

の
他
の
書
類
に
あ
つ
て
は
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
が
あ

る
も
の
で
、
そ
の
日
が
銀
行
等
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内

の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
補
完
書
類
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
受
け
る
場
合

を
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現

在
の
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ
た
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受

け
る
場
合
を
除
く
。
）
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
本

人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現
在

の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
が
な
い

と
き
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
に
組
み
込
ま
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
若
し
く

は
特
定
電
磁
的
記
録
に
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
若
し



 

で
、
ト
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受

け
な
い
者
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
国
外
転
出
者
で
あ

る
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合
又
は
同
項
第
三

号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
外
国
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す

る
法
人
で
あ
る
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
）
の

送
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
若

し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
、

ホ
若
し
く
は
ワ
又
は
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書

は
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ

て
い
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務

所
等
に
宛
て
て
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

［
一
～
五 

略
］ 

３ 

［
略
］ 

４ 

銀
行
等
は
、
令
第
七
条
の
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
三
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
八
条
の
七
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除

く
国
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
当
該
銀
行
等
と
の
間
で
現
に
特
定
為
替
取

引
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
為
替
取
引
を
い
い
、
法
第
十
八

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

電
子
決
済
手
段
等
移
転
等
取
引
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
資
本
取
引
に

係
る
契
約
締
結
等
行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
自
然
人
に
つ
い
て
、
第
一
項

く
は
居
所
の
情
報
の
記
録
が
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か

ら
、
当
該
記
載
が
あ
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く

は
補
完
書
類
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書

類
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
若
し
く
は
カ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第
三
号

に
規
定
す
る
国
外
転
出
者
で
あ
る
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者
等
の
本
人
確

認
を
行
う
場
合
又
は
同
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
外
国
に
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
で
あ
る
当
該
顧
客
若
し
く
は
代
表
者

等
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は

補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
）
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
顧
客
又

は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ロ
、
ト
若
し
く
は
カ
又
は
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る

取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
は
、
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類

又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
住
所
若
し

く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
等
に
宛
て
て
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
五 

同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

４ 

銀
行
等
は
、
令
第
七
条
の
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
三
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
八
条
の
七
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除

く
国
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
当
該
銀
行
等
と
の
間
で
現
に
特
定
為
替
取

引
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
為
替
取
引
を
い
い
、
法
第
十
八

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

電
子
決
済
手
段
等
移
転
等
取
引
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
資
本
取
引
に

係
る
契
約
締
結
等
行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
自
然
人
に
つ
い
て
、
第
一
項



 

第
一
号
ロ
、
ホ
、
チ
、
ワ
又
は
カ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
の
住
所
又
は
居
所
に
代
え
て
、
当
該
自
然

人
か
ら
、
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除
く
国
等
の
主
た
る
事
務

所
等
若
し
く
は
営
業
所
若
し
く
は
当
該
自
然
人
が
所
属
す
る
官
公
署
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
所
の
記
載
が
あ
る
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を

除
く
国
等
若
し
く
は
当
該
自
然
人
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
の

提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
若
し
く
は
当

該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
場
所

に
宛
て
て
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

銀
行
等
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ホ
、
ヘ
、
ワ
若
し
く
は
カ
若
し
く
は
第

三
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
同
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ

つ
て
は
、
顧
客
に
行
う
も
の
に
限
り
、
同
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
あ
つ
て

は
、
括
弧
書
に
規
定
す
る
方
法
に
限
る
。
）
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
本

人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵

便
等
に
よ
り
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法
に
代
え
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

［
６
・
７ 

略
］ 

（
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
の
住
所
又
は
居
所
に
代
わ

る
本
人
特
定
事
項
） 

第
八
条
の
二
の
二 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
在
留
又
は

上
陸
に
係
る
旅
券
又
は
許
可
書
に
記
載
さ
れ
た
期
間
（
以
下
「
在
留
期
間

等
」
と
い
う
。
）
が
九
十
日
を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が
顧
客
で
あ

第
一
号
ロ
、
ト
、
ヌ
、
カ
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
の
住
所
又
は
居
所
に
代
え
て
、
当
該
自
然

人
か
ら
、
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除
く
国
等
の
主
た
る
事
務

所
等
若
し
く
は
営
業
所
若
し
く
は
当
該
自
然
人
が
所
属
す
る
官
公
署
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
所
の
記
載
が
あ
る
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を

除
く
国
等
若
し
く
は
当
該
自
然
人
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
の

提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
若
し
く
は
当

該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
場
所

に
宛
て
て
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

銀
行
等
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ト
、
チ
、
カ
若
し
く
は
ヨ
若
し
く
は
第

三
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
同
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ

つ
て
は
、
顧
客
に
行
う
も
の
に
限
り
、
同
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
あ
つ
て

は
、
括
弧
書
に
規
定
す
る
方
法
に
限
る
。
）
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
本

人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵

便
等
に
よ
り
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法
に
代
え
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
６
・
７ 

同
上
］ 

（
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
の
住
所
又
は
居
所
に
代
わ

る
本
人
特
定
事
項
） 

第
八
条
の
二
の
二 

法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
在
留
又
は
上
陸
に
係
る
旅
券
又
は
許
可

書
に
記
載
さ
れ
た
期
間
（
以
下
「
在
留
期
間
等
」
と
い
う
。
）
が
九
十
日



 

る
場
合
に
お
け
る
、
特
定
為
替
取
引
、
両
替
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
規

定
す
る
両
替
を
い
う
。
第
十
二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
十

一
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為 

国
籍
及
び
旅
券
等
（
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
及
び
同
条
第
六

号
に
規
定
す
る
乗
員
手
帳
（
当
該
自
然
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
の
記
載

が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
の
番
号 

 

 

二 

［
略
］ 

（
本
人
確
認
記
録
の
作
成
方
法
） 

第
八
条
の
三 

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

次
の
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら

ヲ
ま
で
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
添
付
資
料
」
と
い
う
。
）
を
文
書
、
電

磁
的
記
録
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
ヘ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
用
い
て
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す
る
方
法 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

  

 

イ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
並
び
に
当
該
半
導
体
集
積
回
路

に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報

又
は
そ
の
写
し 

ロ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居

を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が
顧
客
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
特
定
為

替
取
引
、
両
替
（
法
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
両
替
を
い
う
。
第
十

二
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に

掲
げ
る
行
為 

国
籍
及
び
旅
券
等
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二

条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
乗
員
手
帳

（
当
該
自
然
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

を
い
う
。
）
の
番
号 

 

二 

［
同
上
］ 

（
本
人
確
認
記
録
の
作
成
方
法
） 

第
八
条
の
三 

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

［
同
上
］ 

二 

次
の
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら

ワ
ま
で
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
添
付
資
料
」
と
い
う
。
）
を
文
書
、
電

磁
的
記
録
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
ト
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
用
い
て
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す
る
方
法 

イ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
送
付
を
受
け
た
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類

（
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
完
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
写
し 

ロ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
並
び
に
当
該
半
導
体
集
積
回
路

に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日
及
び
写
真
の
情
報

又
は
そ
の
写
し 

ハ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居



 

所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
又
は
そ
の
写
し 

ハ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
資
料
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
当
該
半
導
体
集
積
回
路

に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
若

し
く
は
そ
の
写
し 

ニ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
若
し
く
は
カ
に
掲
げ
る
方
法
又
は
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き 

当
該
本
人
確
認
書
類

の
写
し
（
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
及
び
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
） 

ホ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
特
定
電
磁
的
記
録
又
は
そ
の
写
し 

ヘ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
リ
か
ら
ル
ま
で
又
は
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き 
当
該
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を

行
つ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
電
磁
的
記
録 

ト 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
当
該
本
人
確

認
用
画
像
情
報
若
し
く
は
そ
の
写
し 

チ
～
ヲ 

［
略
］ 

 ２ 

［
略
］ 

（
本
人
確
認
記
録
の
記
録
事
項
） 

第
八
条
の
四 

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

本
人
確
認
の
た
め
に
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写

し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
（
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
若
し
く
は
ワ
に
掲

所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
又
は
そ
の
写
し 

ニ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
資
料
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
当
該
半
導
体
集
積
回
路

に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
若

し
く
は
そ
の
写
し 

ホ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
チ
若
し
く
は
ヨ
に
掲
げ
る
方
法
又
は
同
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き 

当
該
本
人
確
認
書
類

の
写
し
（
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
及
び
当
該
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し
） 

ヘ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
特
定
電
磁
的
記
録
又
は
そ
の
写
し 

ト 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ル
か
ら
ワ
ま
で
又
は
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き 

当
該
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を

行
つ
た
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
電
磁
的
記
録 

チ 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ

た
と
き 

当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
当
該
本
人
確

認
用
画
像
情
報
若
し
く
は
そ
の
写
し 

リ
～
ワ 

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］ 

２ 

［
同
上
］ 

（
本
人
確
認
記
録
の
記
録
事
項
） 

第
八
条
の
四 

法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
三 
同
上
］ 

四 

本
人
確
認
の
た
め
に
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写

し
の
送
付
を
受
け
た
と
き
（
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ト
若
し
く
は
カ
に
掲



 

げ
る
方
法
に
お
い
て
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
送
付
を
受
け
た
日
付 

五 

［
略
］ 

六 
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ホ
、
ヘ
、
チ
、
ワ
若
し
く
は
カ
若
し
く
は

第
三
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
同
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
方
法

に
あ
つ
て
は
、
顧
客
に
行
う
も
の
に
限
り
、
同
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
あ

つ
て
は
、
括
弧
書
に
規
定
す
る
方
法
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き
は
、
銀
行
等
が
取
引
又
は
行
為
に
係

る
文
書
を
送
付
し
た
日
付 

七 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付
並
び

に
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日

及
び
写
真
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付 

八 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
若
し

く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付
並
び
に
同
号
ニ

（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
つ
た
日
付 

九 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
資
料
の
送
付
又
は
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た

氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日

付 

十 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
顧
客
又
は
代
表
者
等

の
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き
は
、
銀
行
等
が
本
人
確
認
書
類
の
送
付
又
は

本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付 

［
十
一
～
二
十
三 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

げ
る
方
法
に
お
い
て
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
又
は
そ
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
送
付
を
受
け
た
日
付 

五 

［
同
上
］ 

六 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ト
、
チ
、
ヌ
、
カ
若
し
く
は
ヨ
若
し
く
は

第
三
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
同
項
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
方
法

に
あ
つ
て
は
、
顧
客
に
行
う
も
の
に
限
り
、
同
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
あ

つ
て
は
、
括
弧
書
に
規
定
す
る
方
法
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き
は
、
銀
行
等
が
取
引
又
は
行
為
に
係

る
文
書
を
送
付
し
た
日
付 

七 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付
並
び

に
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
生
年
月
日

及
び
写
真
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付 

八 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
氏
名
、
住
所
若
し

く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付
並
び
に
同
号
ヘ

（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
つ
た
日
付 

九 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
つ
た

と
き
は
、
銀
行
等
が
資
料
の
送
付
又
は
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た

氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
生
年
月
日
の
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日

付 
十 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
顧
客
又
は
代
表
者
等

の
本
人
確
認
を
行
つ
た
と
き
は
、
銀
行
等
が
本
人
確
認
書
類
の
送
付
又
は

本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
た
日
付 

［
十
一
～
二
十
三 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 



 

 
備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

 
 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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